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要旨：橋梁の補修工法の一つに断面修復工があるが，玉名市では市役所職員による橋梁補修の直営施工（橋

梁補修 DIY）を実践している。この施工においては，品質に対する懸念はあり，市民への説明責任の観点か

らも，品質管理を高度化が必要であると考えた。そこで，第三者の専門家が非破壊試験技術を利用する検査

の実施を検討し，業者施工に対する品質管理と同じ管理基準による，直営施工に対する品質管理を実施した。

その結果，直営施工の品質も業者施工での品質と同様であり，品質の妥当性を確認することができた検査結

果を得たので，この結果について報告する。 

キーワード：断面修復工，直営施工，橋梁補修 DIY，非破壊試験，衝撃弾性波法，弾性波伝搬速度 

 

 

1. はじめに 

 平成 24 年 12 月に笹子トンネルで発生した天井板落下

事故を契機に，国土交通省の施策は早急に展開している。

その一例として，平成 26 年に社会資本整備審議会より

『道路の老朽化対策の本格実施に関する提言』が公表さ

れ，現在は 5 年が経過している。また，全国の市町村に

おける 新の橋梁メンテナンスの動向としては，平成 30

年度道路メンテナンス年報の公表結果によると，全国 72

万橋のうち約 51 万橋が市町村道に存在するにも関わら

ず，1 巡目の橋梁定期点検の判定区分Ⅲ，Ⅳに対する市

町村の修繕実施状況は，着手した割合が 18%，着工した

割合が 12%，および完了済みの割合が 11%であり，大き

く遅れていると考えられる。さらに，建設後 50 年を経過

した橋梁の割合は，現在は約 27%であるが，10 年後には

約 52%に急増するとの予測である。これらの状況から，

喫緊の対策が必要であると考えられる。 

 一方，熊本県玉名市の橋梁メンテナンスの進捗現状は，

令和元年 11 月末現在において，1 巡目の橋梁定期点検の

判定区分Ⅲ，Ⅳに対して，修繕に着手した割合が 100%，

および修繕完了済みの割合が 84%と大きく進んでいる。

この成果の主要因となるのは，「橋梁補修 DIY」と名付

けられている市役所職員による橋梁補修の直営施工を実

践したことであった。なお，この取組みに対しては，国

土交通省より第 3 回インフラメンテナンス大賞の優秀賞

を受賞している。この取組みの中核として，熊本県玉名

市の職員による直営の断面修復工（左官工）がある。た

だし，市の職員による施工（以下，直営施工）は業者に

よる施工（以下，業者施工）と比較して，品質に明確な

差はないと考えられるが，市民の考えとしては品質への

懸念があると考えられる。そこで，直営施工の実行には

施工後の品質を第三者が照査することが必要であると考

え，第三者である（一社）熊本県コンクリート診断士会

が非破壊試験技術を利用し，業者施工に対する品質管理

と同じ管理基準で，直営施工に対する品質管理を実施し

た。これにより，直営施工による品質の妥当性を確認す

る取組を行ったので，この結果について報告する。 

 

2. 本取組みの目的 

 玉名市役所の管理する市道橋は，全体数 833 橋のうち

約 9 割がコンクリート橋であり，約 7 割が橋長 5m 未満

の RC 橋（RC ボックスカルバートを含む）である。その

ため，直営施工および業者施工の双方において，小規模

の断面修復工の補修実績が多い。玉名市役所での断面修

復工の竣工検査としては，外観寸法等の出来高のみを検

査してきた。この背景としては，玉名市のような人口 6

万人規模の小さな自治体においては，土木工事施工管理

基準を参考に，規格値内での竣工を検査する慣例がある。

同基準にない検査項目を実施するには，監督員との協議

事項となるが，断面修復工に対しては効果的な検査項目

を選定できていなかった。 

 しかしながら，直営施工の断面修復工においては市民

への説明責任の透明性を確保し，直営施工が業者施工の

代替として妥当なのかを照査することが竣工検査の目的

となるが，外観検査のみでは直営施工の品質の担保に不

十分であると考えられる。この目的に対しては，断面修

復材と既設コンクリートの確実な接着状況を検査するこ
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とが有効であると考えられる。ただし，この検査方法と

してコア採取による目視試験が考えられるが，玉名市役

所としては，破壊を伴う試験は可能な限り選定したくな

いというニーズがあった。 

 以上の状況より，直営施工の断面修復工において，コ

ンクリート診断の専門家に依頼し，可能な限り簡便な非

破壊試験技術により，業者施工と直営施工の断面修復工

の品質を比較する検査を実施することが有効であると考

え，実施した。 

 非破壊試験については，国土交通省が橋梁上部工・下

部工施工における品質管理として平成24年3月より運用

している「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造

物の強度測定」で採用されている 1)，衝撃弾性波法の一

手法である iTECS 法を利用した。iTECS 法は，（一社）

iTECS 技術協会により，コンクリート内部の欠陥探査法

に対する規格が発行されており 2)，これに準じた試験を

実施した。直営施工の断面修復工において，非破壊試験

による定量的な試験結果を得て，業者施工での品質管理

における検査と同様の管理基準値を設定した検査を実施

することにより，直営施工の品質の妥当性を確認した。 

 

3.非破壊試験の実施方法 

3.1 測定方法 

 参考文献 1)で規定されている透過伝搬時間差法を適用

した。この方法の測定状況を図－1 に示す。今回の試験

では，写真－1 に示すとおり，補修面側となる橋梁の下

面を弾性波の入力点とし，加速度計を設置したハンマ（以

下，インパクターという）で打撃して弾性波を入力した。

この入力点の直上となる橋梁の上面を受信点とし，受信

点に加速度計（受信センサー）を設置して，断面修復材

および既設コンクリートを透過した弾性波を受信した。 

 測定波形の例を図－2 に示す。インパクターおよび受

信センサーの測定波形で立上りの時刻をそれぞれ測定し，

両時刻の差（伝搬時間差 Δt）を測定して，入力点と受信

点の 短距離から透過した弾性波の伝搬速度（以下，透

過弾性波速度という）を測定した。サンプリング時間間

隔は 0.1µs である。 

 なお，測定においては次の点に留意した。1)入力点と

受信点は，インパクターと受信センサーが確実に密着で

きるよう，研磨等により平滑にした。2)入力点の直上が

受信点となるよう，入力点と受信点の位置は測量により

決定した。3)透過弾性波速度の算出に用いる入力点と受

信点の 短距離は測量により求めた。 

3.2 測定原理 

 コンクリート中を伝搬する弾性波は内部に豆板，空隙

等が存在すると，1)コンクリートの弾性係数の低下によ

り伝搬速度が遅くなる，2)弾性波は迂回して伝搬し，伝

搬経路が入力点と受信点の 短距離よりも長くなる，3)

空隙の表面で反射する，4)入力点と空隙との間のコンク

リートでのたわみによる振動（曲げ振動）が発生する，

これらの現象が生じる。今回の透過弾性波速度を測定す

るという方法では，断面修復材と既設コンクリートとの

 
図－1 透過伝搬時間差法の測定状況図 

 

(a) 橋梁上面での受信点設定状況 

 

(b) 橋梁下面（補修面）での弾性波入力状況 

写真－1 今回の試験での測定状況図 

 

図－2 測定波形の例 
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接着が不完全であれば，この位置に空隙が存在すること

により，1)または 2)の現象が生じると考えられる。つま

り，断面修復材と既設コンクリートとの接着が不完全で

あれば，健全部と比較して測定される時間差が長くなり，

透過弾性波速度は小さくなると考えられる。そこで今回

は，測定された透過伝搬時間差を比較することとした。 

3.3 判定基準値の設定 

 判定基準値は本試験方法の測定精度から設定すること

が望ましいと考えられる。ただし，これまで透過弾性波

速度の測定精度が検証された十分な事例はない。この状

況から，現状では本試験方法の測定精度が 2%程度であ

ると考え，判定基準値が設定されていることが多い。こ

の根拠は，弾性波の往復時間と弾性波伝搬速度の両者を

測定して，コンクリートの部材厚さを測定した場合の測

定精度は±5%であることが，既往の研究 3)により検証さ

れていることに基づくものである。本試験方法では弾性

波の往復時間と弾性波伝搬速度の両者ではなく，透過弾

性波速度のみを測定することから 5%の平方根を考慮し

て，2%程度であると考えられるものである。 

 ただし，今回の床版橋では，熊本県土木工事施工管理

基準の床版工出来形管理 4)において，厚さに関しては-10

～+20mm の許容値が存在する。このことから，実際の部

材厚さの変動を考慮して，全測定点での透過弾性波速度

の平均値を算出して，その平均値より 5%以上低下して

いる場合に異常値であると判断した。また，構造物の条

件は構造物毎に異なることから，各構造物で複数の測定

点を設定し，平均値を算出して異常値の有無を判断した。

つまり，各構造物で測定値が他点と大きく乖離する測定

点が存在する場合には異常が存在していると判断する管

理方法としている。なお，3.2 節に示したとおり，断面

修復材と既設コンクリートとの接着が不完全であること

により測定される透過弾性波速度が大きくなることはな

い。このことから，測定値が平均値より大きくなること

に対する異常値の判定は行わなかった。 

 

4. 業者施工による橋梁での試験結果 

4.1 試験方法 

 試験を実施した橋梁の諸元を表－1 に示す。橋梁下面

の全面に対して，脆弱部を撤去したのちに型枠を設置し，

グラウト材を厚さ約 50mm で充填する断面修復工を実施

した。非破壊試験の測定点の設定状況を図－3 に示す。

測定点は格子状に 200mm 間隔に設定した。補修範囲と

なる 64 点（図－3中 A ライン～H ライン×8 点）と補修

範囲外の既設部（未補修部）の 16 点（図－3 中Ｉ・J ラ

イン×8 点）である。橋梁上面での測定点の設定状況を

写真－2に示す。なお，写真－1に示した測定状況は，こ

の橋梁での測定状況である。 

表－1 試験を実施した橋梁の諸元 

橋梁名 橋長 幅員 
構造 

形式 
断面修復材

耳取橋 3.70m 2.85m
中実 

床版 
グラウト 

 

図－3 業者施工による橋梁での測定点の設定状況 

 

写真－2 橋梁上面での測定点の設定状況 

 

(a) 測定点：A2 

 

(b) 測定点：H7 

図－4 業者施工による橋梁での測定波形の一例 
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4.2 試験結果 

 測定波形の一例を図－4 に示す。インパクターおよび

受信センサーの測定波形において，立上りの時刻を明確

に判断することができた。全測定点での透過弾性波速度

の測定結果の一覧を表－2，を図－5に示す。全測定点で

の平均値は 4232m/s となった。このうち補修部での平均

値は 4223m/s，未補修部（朱書き・既設部）での平均値

は 4268m/s である。 

 全測定点とも平均値の 5%の低下から設定する判定基

準値（4022m/s）を上回る結果であり，品質に問題はない

と判断される結果であった。 

 

5. 直営施工（橋梁補修 DIY）による橋梁での試験結果 

5.1 試験方法 

 試験を実施した橋梁の諸元を表－3 に，施工時の状況

を写真－3 に示す。橋梁下面の一部の範囲で，鉄筋腐食

によるかぶりコンクリートの剥落が確認された。この箇

所に対して，脆弱部を撤去し，鉄筋の防錆処置を実施し

た後に，左官工法によりポリマーセメントモルタル（以

下，PCM とする）を厚さ約 50mm で充填する断面修復工

を実施した。非破壊試験の測定点の設定状況を図－6，写

真－4に示す。測定点は格子状に100mm間隔に設定した。

補修範囲となる 42 点と補修範囲外の既設部（未補修部）

の 10 点である。 

5.2 試験結果 

表－2 業者施工による橋梁での透過弾性波速度（m/s）の測定結果（朱書き：未補修部） 

 

 

図－5 業者施工による橋梁での透過弾性波速度の測定結果 

 

表－3 試験を実施した橋梁の諸元 

橋梁名 橋長 幅員 
構造 

形式 
断面修復材

築地橋 4.30m 5.80m
中実 

床版 
PCM 

  

(a) 劣化時の状況     (b) 鉄筋防錆処置後 

 

(c) 断面修復材の充填後 

写真－3 補修施工の実施状況 
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 測定波形の一例を図－7 に示す。直営施工においても

図－4 に示した業者施工での測定波形と同様に，インパ

クターおよび受信センサーの測定波形において，立上り

の時刻を明確に判断することができた。全測定点での透

過弾性波速度の測定結果の一覧を表－4，を図－8に示す。

全測定点での平均値は 3372m/s となった。このうち補修

部での平均値は 3349m/s，未補修部（朱書き・既設部）

での平均値は 3420m/s である。 

 全測定点とも平均値の 5%の低下から設定する判定基

準値（3203m/s）を上回る結果であり，業者施工と同様に

判定基準値を設定しても，品質に問題はないと判断され

る結果であった。 

 

6. 考察 

 グラウト材の充填による業者施工での試験結果と

PCM の充填による直接施工での試験結果とを比較する

と次の傾向が確認された。 

1)断面修復材および既設コンクリートを伝搬した弾性波

の伝搬時間差法から透過弾性波速度を測定する場合，

個々の橋梁で補修した材料や補修方法・工法，既設コン

クリートによって透過弾性波速度は異なる。グラウト材

を用いた業者施工の耳取橋では透過弾性波速度の平均値

は 4232m/s であったのに対して，PCM を用いた直営施工

の築地橋では 3372m/s となり，860m/s の差があった。 

2)各橋梁での既設コンクリートでの透過弾性波速度と補

修部の透過弾性波速度とを比較すると，既設コンクリー

  

(a) 全体図              (b) 測定箇所での拡大図 

図－6 直営施工による橋梁での測定点の設定状況 

  

(a) 床版上面                     (b) 床版下面 

写真－4 測定点の設定状況 

 

  
(a) 測定点：A2                 (b) 測定点：C6 

図－7 直営施工による橋梁での測定波形の一例 
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トでの透過弾性波速度の方が大きくなることが確認され

た。ただし，両者の差は 1)に示した橋梁が異なることに

よる差よりも小さくなった。このことから，1)に示した

橋梁が異なることによる差は，対象橋梁の既設コンクリ

ートの品質の差を大きく反映していると推察される。 

3)業者施工での試験結果および直接施工での試験結果と

もに，平均値の 5%の低下から設定する判定基準値を上

回る結果であった。また，それぞれの未補修部（既設コ

ンクリート）での測定結果との差は小さかった。このこ

とから，断面修復材と既設コンクリートの接着状況に，

空隙等の不具合部は存在していないと推察される。 

 以上の結果より，非破壊試験の一手法である衝撃弾性

波法による試験結果は，品質管理における検査のための

試験として有効な方法であると判断される。さらに，直

営施工の品質管理としての検査を，業者施工での品質管

理と同様の方法で管理基準値を設定して実施し，品質に

問題はないと判断された。以上の結果から，今回試験を

実施した直営施工の品質については，業者施工での品質

と同様であり，品質の妥当性を確認することができたと

考えられる。 

 

7.まとめ 

 玉名市が独自に取り組んでいる直営施工の断面修復工

（橋梁補修 DIY）の検査を，業者施工に対する品質管理

と同じ管理基準で実施することにより，直営施工による

品質の妥当性を確認する取組について報告した。試験方

法として，非破壊試験の一手法である衝撃弾性波法によ

り，透過弾性波速度を測定する方法を採用し，今回試験

を実施した直営施工の品質には問題がないと結論付けた。

また，直営施工に有効な品質管理方法を提案することが

できた。今後も，小規模橋梁等における断面修復工での

非破壊試験による検証を積み重ねながら，本試験方法の

有効性をさらに高めていきたいと考えている。また，本

試験は，透明性と客観性を確保するために第三者機関（熊

本県コンクリート診断士会）へ依頼して実施している。 

 現在のところ，コンクリート舗装の橋梁においては，

玉名市では実装可能な状況である。今後は，表層にアス

ファルト舗装がある橋梁に対する断面修復の品質検査へ

の拡大を図りたい。 
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表－4 直営施工による橋梁での透過弾性波速度（m/s）の測定結果（朱書き：未補修部） 

 

 

図－8 直営施工による橋梁での透過弾性波速度の測定結果 
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